
業務書類の整理・保管を代行事業のイメージ①
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 タクシー事業者は､自営無線
局の管理をディーラーに委託し
ていることが多いが､「免許状」･
「申請書」は、事業者が保管しな
ければならない。

 しかし、量・種類が多く、整理
できず紛失する事例を多く聞く
ことから、それらを含めた必要
書類の整理・保管を無線協会が
代行する事業を新規に始める。



業務書類の整理・保管を代行事業のイメージ②

タクシー事業者

【いままで】・・・書類の整理・保管に手間がか
かり、 紛失する事例もあった。

無線協会・ディーラー

必要
書類

無線関係の書類を送付
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業務書類の整理・保管を代行事業のイメージ③

【これから】・・・書類の整理･保管を無線協会が
代行し、整理済みのコピー書類【必要があれば原
本】を返送

無線協会

必要
書類

タクシー事業者
【整理
済】
必要
書類

整理済みの書類【原本、またはコピー】
を送付

未整理の書類を一括送付
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書類種別
保管場所

特記事項
タクシー事業者 無線協会

①免許状【注】

□ 最新の本状 過去の本状 定期検査など､
本状が必要に
なった際には返
送してください｡

☑ 最新のコピー 全ての本状

□ 不要 全ての本状

②申請書
☑ 最新のコピー

☑ 全て
□ 不要

③無線従事者
選任届書

□ 最新のコピー
☑ 全て

☑ 不要

④その他の
書類

☑ 【定期検査書類】
のコピー ☑ 全て

□ 不要

【注】 免許状の保管義務は最新の本状(朱印のある書状)、コピーは参考扱い｡
過去の(最新でない)免許状の本状は保管義務が無く、参考扱い｡

【意向確認書】無線局関係書類の保管分担表

□印の何れかに
「レ」を入れてくださ
い。【書類①～④】

特記事項が
あれば記入
してください。

事業者名 株式会社〇〇タクシー

必要な書類が
あれば記入し
てください。
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